
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
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D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｂ７－３４００ ヘアードライヤー等 
 

D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ７－３４０ 全 ヘアードライヤー等 

Ｂ７－３４０Ｃ 全 ヘアードライヤー等（かばん、ケース型） 
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ４－２７ 手ふき器及びハンドドライヤー等 

  

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

ヘアードライヤー ブラシ付きヘアードライヤー くし付きヘアードライヤー 

   
D-CLASS8 

定義 

○ 主として熱風により頭髪を乾燥させる道具で、同時に髪をセットする役目も兼ねる。 

○ 電気櫛でも、熱風吹き出し口を有するものは、Ｂ７－３４０台に分類する。 

○ ヘアードライヤーで、下位分類に該当しないもの。 

○ 箱、 鞄、ケース型の本体を有し、熱風をホースで送り乾燥させるものを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

○操作部等を有しない、単なる収納ケースは除く。Ｂ７－３４９０へ。 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

B7-3400  
登録 
1173200 
ヘアード

ライヤー 

B7-3400
登録 
1157832 
ヘアード

ライヤー 
B7-3400登録 491852 
ヘアードライヤー本体 


